
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 ８４５ ２２ ４６３ 

前 年 ８７２ １５ ５１６ 

増 減 -２７ ＋７ -５３ 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 ２,７０４ ４７ ３,４２５ 

前 年 ３,０９６ ２８ ３,９３７ 

増 減 -３９２ ＋１９ -５１２ 

第１０号 

2019年 

１０月３０日 

〈高齢者の事故〉 
※高齢者…65歳以上をいう 

★ 歩道は通行できません 

普通自転車ではないタンデム車は、

「自転車歩道通行可」の標識がある歩道

でも走ることはできません。 

車道の左側を通行します。 

秋から冬にかけて、薄暮時間帯や夜間に交通事故が多発します。車のライトを早めに点けて、いち早く

自分の存在を相手に知ってもらい事故防止に努めましょう。 

※ 対向車があるとき、前に車があるときは、前照灯を下向き（ロービーム）にしなけ

ればなりません。 

▼ 早期に危険を発見できる。（ハイビーム約１００m） 

▼ ドライバーの緊張感が保持され、漫然運転や居眠り運転の防止につながる。 

 

夜光反射材はライトが当たらない

と光りません。歩行者を早く発見す

るためにも、早めにライト点灯する     

ことが大切です。 

歩行者や自転車乗用中の人に車の接近を知らせる

ためにも、早めのライト点灯をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

11/1 午後５時 03分 12/1 午後４時 45分 

例年、年末にかけて薄暮時間帯に交通死亡

事故などが多発する傾向にあり、その原因と

して急激な日没時刻の早まりやドライバー

から見にくい時間帯と歩行者や自転車利用

者などが道路を利用する時刻と重なること

が考えられます。薄暮時間帯に 

ついても交通事故防止に努め 

ましょう。 

私は市原刑務所で刑に服しています。私は人を殺してしまいました。私の大好きなバイクによって…。 

学生の時、自動車の免許を取得し、「普段の足になれば」と原動機付自転車を購入しました。これがバイクと

の出会いでした。初めて乗った時の事は、今でも忘れることができません。行動範囲も一気に広がり、それこ

そ翼でも生えた様な気持ちでした。その後、学校を卒業し会社に就職した私は経済的にある程度余裕ができた

こともあり、大型自動二輪車を購入しました。 

しかし、平成２６年のある日、私は取り返しのつかないことをしてしまいました。当時２４歳の私は、会社

で働き始めて３年目になり仕事にも慣れ、やりがいなども感じ始めた時でした。その日、仕事から帰った私は

夕食を済ませ、バイクに乗って出掛けました。仕事は楽しくもありましたが、仕事の後にバイクに乗って出掛

けるのが一つのストレス解消になっていました。行くあてもなく、バイクを走らせた後、家路につこうと信号

で止まりました。そこは見通しの良い直線の道路でした。私は「見つからなければいいだろう」という気持ち

でスピードを出してしまいました。外灯が点灯していませんでしたが、１００㎞／ｈを超えるようなスピード

を出した結果、被害者の方が乗る自転車に追突してしまいました。 

私は大怪我をし、頭を打って事故の記憶がまったくないまま、病院に搬送されました。そして、退院後に両

親から私が事故を起こし被害者の方が亡くなったことを聞かされ、頭が真っ白になりました。 

しかし、現場検証などをするにつれ、次第に自分のしてしまった事の重大さを理解しました。裁判になり、

被害者ご遺族の方の意見陳述の中で被害者の方の人生や多くのことを聞き、身体の震えが止まりませんでした。

裁判の結果、自動車運転過失致死罪につき禁錮２年の実刑判決を受け、会社を懲戒解雇となりました。 

市原刑務所に収容されて少し経ったころ、「外で待っている人はもっとつらくて苦しい思いをしている」と職

員の方に言われました。その言葉を受けよく考えると、私は刑務所という社会から隔離されている場所にいま

すが、私の家族は人からの視線が気になり、腫れ物にさわるような扱いをされるという話を聞きました。そう

考えると、今の環境が「つらい」と口が裂けても言えません。 

交通ルールを守っていれば、多くの命が救われ、私のような加害者や家族もなくなることでしょう。ありが

たくも在所中に示談が成立しましたが、今も被害者ご遺族の方には申し訳ない気持ちで一杯です。私はできる

限りのことをして被害者ご遺族の方と向き合っていきます。また、２度と自動車などに乗らないことを誓い、

どんな小さなルールも守るとともに被害者ご遺族の方や私の家族を裏切らない生活をします。 

もし被害者を生んでしまったらというのは想像しづらいのかもしれません。しかし、自分の家族や身近な人

のことなら想像しやすいと思います。交通事故で私のような加害者や事故でつらい思いをする人がいなくなる

ことを願ってやみません。 

手記 

(一財) 東京交通安全協会 ｢贖(あがな)いの日々｣より 

事故の代償 会社員（２８歳） 


